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計画書 

那覇広域都市計画地区計画の変更（東⾵平町決定）

都市計画富盛地区集落地区計画を次のように変更する。

名 称 富盛地区集落地区計画 
位 置 東風平町字富盛 
面 積 約 49.5ha

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

集落地区計画の目標 

当集落は、那覇広域都市計画区域内の静かな農村地域

内に位置している。しかし、県都那覇市から近い所に位

置していることから、今後、予測される無秩序な宅地開

発や建築用途の混在化等、景観の混乱による居住環境の

悪化を未然に防止し、田園土地区画整理事業による基盤

整備を行いつつ営農条件と調和した良好な居住環境を

保持する集落の形成を図る。 

その他当該区域の整備及び

保全に関する方針 

土地利用の方針 
調和のとれた集落整備を行うため、周辺の優良農地と

集落内に介在する農地に十分配慮しつつ一部の区域に

おいて田園土地区画整理事業を導入し、当該既存の住宅

地と調和のとれた宅地化を推進する。さらに国道 507 号

と県道 52 号線沿いは、日常生活のため必要な利便施設

の立地ができるよう土地利用を図る。 

集落地区施設の整備の方針 
・道路：当集落の南北及び東西を結ぶ幹線道路の国道

507 号と県道 52 号線を基準として、新規宅地と既存集

落との一体的な集落形成と道路交通の円滑化及び歩行

者の安全確保のため主要区画道路及び区画道路を整備

する。 
・公開空地・公園：幼児、児童の安全な遊び場の確保及

び地域住民の健康増進と憩いの場として、公開空地及び

公園を配置する。 

建築物等の整備の方針 
田園的居住環境及び沖縄の伝統的民家集落の景観の

保全と創出を図るため、次に掲げる「建築物等に関する

制限」の各号を定める。 
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１．建築物等の用途の制限 
２．建築物の建ぺい率の最高限度 
３．建築物の敷地面積の最低限度 
４．壁面の位置の制限 
５．建築物等の高さの最高限度 
６．建築物等の形態又は意匠の制限 
７．かき又はさくの構造の制限 

緑化の方針 
道路、公園等の緑化の推進と宅地内の緑化の誘導によ

り、緑豊かな田園集落の形成を目指す。 

集落地区施設の配置及び規

模 

（道路） 
・主要区画道路（幅員 9.5m 延長 1,430m）

・区画道路（幅員６m 延長 1,430m）

・区画道路（幅員５m 延長 12m）

・区画道路（幅員４m 延長 113m）

配置は計画図表示のとおり 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区の

区分 

地区の名称 住宅地区 生活利便地区 
地区の面積 約 9.1ha 約 2.2ha

建築物等の用途の制

限 

次に掲げる建築物以外

を建築してはならない。 
1）第一種低層住居専用地

域内で建築できる建築

物（但し、既存の建築物

についてはこの限りで

ないが、建て替えの場

合でも従前の規模を超

えてはならない） 
2）農業用倉庫

次に掲げる建築物以外

を建築してはならない。 
1）第二種低層住居専用地

域内で建築できる建築

物（但し、既存の建築物

についてはこの限りで

ないが、建て替えの場

合でも従前の規模を超

えてはならない） 
2）農業用倉庫

建築物の建ぺい率の

最高限度 
５／10 ６／10

建築物の敷地面積の

最低限度 

130 ㎡

但し、富盛田園土地区画整理組合設立許可の日の土地

面積を基準として行う田園土地区画整理事業の換地及

び減歩により、130 ㎡未満となる場合は、その面積とす

る。 

壁面の位置の制限 

建築物の壁面又はこれにかわる柱の面から敷地の境

界線までの距離は、それぞれ１m 以上でなければならな

い。但し、車庫等については、この限りではない。 
建築物等の高さの最 12ｍ
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高限度 但し、陸屋根とする場合は 10ｍを限度とする。

建築物等の形態又は

意匠の制限 

建築物等の色彩は、周辺景観への調和に配慮したもの

とする。 
建築物の屋根を勾配屋根とする場合は、勾配は 20％

（５：１）以上とし、勾配屋根の面積は建築面積の 1/3
以上とする。 

かき又はさくの構造

の制限 

道路との境界部分に面する側のかき又はさくは、次の

各号の一に掲げるものとする。但し、出入口等に用いる

場合及び門柱はこの限りではない。 
１．生け垣 
２．ブロック、レンガ、石積等の塀にする場合は、地盤

面からの高さが 1.0ｍ以下であること。

３．地盤面からの高さが 1.5ｍ以下の鉄柵、金網等で透

視可能なフェンス（高さ 1.0ｍ以下のブロック、レ

ンガ、石積等を基礎部としてもよい。） 

土地の

利用に

関する

事項 

現存する樹林

地、草地等で良

好な居住環境の

確保に必要なも

のの保全を図る

ための制限 

－ 

備   考 

・建築物等に関する事項について、東風平町長が公共上

または公益上必要と認めたものについてはこの限り

ではない。 
・現に存する建築物で、これらの制限に告示日において

適合しないものを除く。 
・その他、この計画の執行に関し必要な事項は、運用基

準で定める。 
「区域は計画図表⽰のとおり」
理由：集落地区施設として位置付けられている公園（1 箇所 7,127 ㎡）を、本町の幅広い

地域住⺠に寄与する公園として都市計画施設に位置付けるため、集落地区施設から
除外する。
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６ 景観計画との整合

本地区の建築物等については、八重瀬町景観計画と整合した整備を図るものとする。
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⼀ 増築⼜は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築⼜は改築後における延べ⾯積及び建築⾯積が
 基準時における敷地⾯積に対してそれぞれ法第52条第１項、第２項及び第７項並びに法第53条の規定並びに法第68
 条の２第１項の規定に基づく条例の第136条の２の５第１項第２号及び第３号の制限を定めた規定に適合すること。 
⼆ 増築後の床⾯積の合計は、基準時における床⾯積の合計の1.2倍を超えないこと。
三 増築後の法第48条第１項から第14項までの規定に適合しない⽤途に供する建築物の部分の床⾯積の合計は、基準時
 におけるその部分の床⾯積の合計の1.2倍を超えないこと。
四 法第48条第１項から第14項までの規定に適合しない事由が原動機の出⼒、機械の台数⼜は容器等の容量による場合
 においては、増築後のそれらの出⼒、台数⼜は容量の合計は、基準時におけるそれらの出⼒、台数⼜は容量の合計の
 1.2倍を超えないこと。
五 ⽤途の変更（第137条の19第２項に規定する範囲内のものを除く。）を伴わないこと。
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23 

富 

盛 

地 

区 

６．建築物の敷地面積の最低限度 

（１）制限の必要性 

敷地の細分化を防止することにより、ゆとりある住環境の形成、防災上危険な建てづまりを 

防止し、また、地区にふさわしい建物を誘導する等の観点から、敷地面積の最低限度を定めます。 

（２）制限の内容 

制限内容は下表に掲げるとおりとする。 

 敷地面積の最低限度 

住宅地区 130 ㎡ 

生活利便地区 130 ㎡ 

 

（３）運用基準 

適用の除外 

①既存の建築物の敷地が最低限度に満たない場合。 

②集落地区計画の都市計画決定の告示日（平成 14 年 10 月 24 日）に敷地の最低限度に満たない敷 

地を分割せずにそのまま使用する場合。 

③公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの。 

④その敷地の周囲に広い公園、広場、道路、その他の空地を有する建築物であって、知事が低層住宅 

に係わる良好な居住の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。 

 

 

 

○告示日に最低敷地面積に満たない敷地を分割して使用する場合 

 

 

 

 

 

 

○敷地を分割したことにより最低敷地面積に満たない敷地ができた場合 

 

 

 

 

  

分割 

120 ㎡ 20 ㎡ 100 ㎡ 

建築できません 

分割 

建築できません 

265 ㎡ 100 ㎡ 165 ㎡ 
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富 

盛 

地 

区 

○告示日に最低敷地面積に満たない敷地に建築物がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

○告示日に最低敷地面積に満たない敷地を一つの敷地として使用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

○告示日に最低敷地限度に満たない敷地を分割し、隣接する最低敷地限度に満たない敷地と一体の 

一つの敷地として使用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

120 ㎡ 120 ㎡ 

120 ㎡ 

120 ㎡ 

30 ㎡ 
150 ㎡ 120 ㎡ 

100 ㎡ 
30 ㎡ 

130 ㎡ 

30 ㎡ 

30 ㎡ 

30 ㎡ 

30 ㎡ 

分割 

分割 

40 ㎡ 

40 ㎡ 

分割 

50 ㎡ 

50 ㎡ 

40 ㎡ 50 ㎡ 90 ㎡ 
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富 

盛 

地 

区 

○告示日に隣接する最低敷地限度に満たない敷地同士を一体の一つの敷地として使用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最低敷地限度に満たなくても、告示日に最低敷地限度に満たない土地が一つになった場合、 

建築はできます。 

 
  

120 ㎡ 

50 ㎡ 120 ㎡ 170 ㎡ 

20 ㎡ 100 ㎡ 
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